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40ア
メ
リ
カ

雇
用
・
失
業
情
勢
の
さ
ら
な

る
悪
化
と
進
む
失
業
保
険
の

改
革

　

労
働
統
計
局
が
四
月
三
日
に
発
表

し
た
『
雇
用
統
計
』（
１
）
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
九
年
三
月
期
の
失
業
率
は
前

月
比
で
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
八
・

五
％
に
達
し
た
。
前
年
同
月
比
で
は

三
・
四
ポ
イ
ン
ト
の
上
昇
で
あ
る
。

雇
用
機
会
は
六
六
万
三
〇
〇
〇
人
喪

失
し
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
以
降
の

累
計
で
は
、
五
一
三
万
人
の
雇
用
機

会
を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

新
規
失
業
保
険
申
請
件
数
も
依
然

と
し
て
高
い
水
準
に
あ
り
、
失
業
期

間
は
長
期
化
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

二
七
週
間
以
上
の
長
期
失
業
者
数
は

二
〇
〇
八
年
二
月
の
一
二
九
万
人
か

ら
二
〇
〇
九
年
三
月
の
三
一
八
万
人

へ
と
お
お
よ
そ
二
・
五
倍
に
増
加
し

て
い
る
。
一
五
週
間
か
ら
二
六
週
間

の
中
期
失
業
者
数
も
一
一
〇
万
人
か

ら
二
五
三
万
人
へ
と
一
貫
し
て
増
加

傾
向
が
見
ら
れ
る
（
図
１
参
照
）。

ミ
シ
ガ
ン
州
で
の
失

業
保
険
改
革

　

ミ
シ
ガ
ン
州
の
三
月

期
の
失
業
率
は
一
二
・

六
％
で
、
全
米
で
最
高

の
水
準
に
あ
る（
２
）。

ミ
シ
ガ
ン
州
失
業
保
険

庁
は
、
二
〇
〇
八
年
九

月
以
降
、
事
業
主
に
失

業
保
険
制
度
を
適
正
に

理
解
し
て
も
ら
う
た
め

の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、

ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
な
ど

対
応
窓
口
の
開
設
時
間

の
拡
大
、
失
業
保
険
申

請
手
続
き
の
迅
速
化
な

ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
を
は
か
っ
て
き
た
。

給
付
期
間
の
延
長
に
も

州
と
し
て
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
二
〇

〇
九
年
二
月
三
日
か
ら
給
付
期
間
を

一
三
週
延
長
し
、
合
計
で
七
二
週
に

な
っ
て
い
た（
３
）。
さ
ら
に
七
週
間

給
付
期
間
を
延
長
す
る
法
案
に
、
四

月
一
三
日
、グ
ラ
ン
ハ
ム
州
知
事（
民

主
党
）
が
署
名
し
、
合
計
で
七
九
週

間
と
な
っ
た（
４
）。
同
州
の
労
働
力

人
口
は
四
九
六
万
人
で
失
業
者
数
は

約
六
一
万
人
で
あ
る
。
同
失
業
保
険

庁
の
推
計
で
は
、
制
度
改
正
前
に
は

約
三
〇
〇
〇
人
が
失
業
保
険
延
長
給

付
を
受
給
し
て
い
た
が
、
四
月
末
ま

で
に
連
邦
失
業
保
険
の
受
給
が
終
了

し
た
労
働
者
七
万
人
が
延
長
給
付
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇

九
年
末
ま
で
に
は
二
〇
万
人
以
上
の

失
業
者
が
延
長
受
給
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

連
邦
政
府
か
ら
州
政
府
へ
の
資
金

供
与

　

二
〇
〇
九
年
二
月
に
成
立
し
た
ア

メ
リ
カ
復
興
再
投
資
法
で
は
、
州
政

府
に
対
し
て
失
業
保
険
制
度
改
革
の

た
め
の
総
額
七
〇
億
ド
ル
の
資
金
を

用
意
し
て
い
る
。
こ
の
資
金
を

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
対
し
て
供

与
す
る
こ
と
が
、
三
月
二
七
日
、
五

〇
州
で
最
初
に
承
認
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
な
ど
に
供
与

が
承
認
さ
れ
た
（
す
で
に
資
金
の
供

与
が
決
ま
っ
た
州
は
表
１
の
と
お

り
）。
供
与
さ
れ
た
資
金
は
、
失
業

保
険
支
出
の
財
源
と
な
る
ほ
か
、
失

業
保
険
給
付
業
務
の
管
理
費
と
し
て

も
活
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
行
制
度

で
は
受
給
資
格
の
な
い
低
賃
金
労
働

者
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
へ
適
用

範
囲（
５
）を
拡
大
す
る
た
め
の
改
革

も
着
手
さ
れ
る
予
定
で
あ
る（
６
）。

〔
注
〕

１
．
二
〇
〇
九
年
四
月
発
表
の
雇
用
統
計

（http://stats.bls.gov/new
s.release/

pdf/em
psit.pdf

）

２
．
労
働
統
計
局
資
料
（http://stats.

bls.gov/new
s.release/pdf/laus.pdf

）

３
．
ミ
シ
ガ
ン
州
失
業
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
１
）

　
（http://w

w
w
.m
ichigan.gov/uia/0,16

07,7-118-1328_1331-208728--,00.
htm
l

）

　

ア
メ
リ
カ
の
失
業
保
険
制
度
は
州
別
に

運
営
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
州
で
通
常

の
給
付
期
間
は
最
大
で
二
六
週
で
あ
る
。

通
常
の
州
の
失
業
保
険
制
度
に
関
し
て

は
、
海
外
労
働
情
報
二
〇
〇
八
年
五
月

の
表
１
参
照
（http://w

w
w
.jil.go.jp/

foreign/jihou/2008_5/am
erica_01.

htm

）。
昨
年
の
六
月
と
九
月
に
連
邦
政

府
に
よ
る
延
長
給
付
策
が
決
定
さ
れ
、

失
業
率
が
高
い
州
に
限
定
し
た
給
付
延

長
も
含
め
れ
ば
、
給
付
期
間
が
最
長
で

五
九
週
間
と
な
っ
て
い
る
。

４
．
ミ
シ
ガ
ン
州
失
業
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
２
）

　
（http://w

w
w
.m
ichigan.gov/uia/0,160

7,7-118-1328_1331-212622--,00.
htm
l

）
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び
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に

よ
る
と
、
州
別
失
業
保
険
の
適
用
範
囲

は
州
ご
と
に
異
な
る
が
、
サ
ウ
ス
ダ
コ

海
外
労
働
事
情

表１：失業保険改革のための資金供与

供与額（千ドル） 承認
失業率（％）

2008年3月 2009年3月 前年比

ニュージャージー州 206,823 3月27日 4.8 8.3 3.5

サウスダコタ州 5,883 4月2日 2.8 4.9 2.1

コネチカット州 29,270 4月7日 5.3 7.5 2.2

ニューハンプシャー州 10,467 4月14日 3.7 6.2 2.5

資料出所：“Daily Labor Report”, March 30等より作成
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図１：失業期間別の失業者数の推移（2008年2月～2009年3月）

資料出所：連邦労働省発表『雇用統計』
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タ
州
や
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
、
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
州
な
ど
で
は
雇
用
期
間
二

〇
週
間
あ
る
い
は
四
半
期
ご
と
の
所
得

が
一
五
〇
〇
ド
ル
以
上
と
定
め
て
お
り
、

同
様
の
規
定
の
州
が
多
い
。

６
．〝D

aily L
abor R

eport"
, M
arch 30, 

A
pril 3, 8, 15, 21, 23, B

N
A

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

ド
イ
ツ

一
〇
年
末
ま
で
に
失
業
者
数

五
〇
〇
万
人
規
模
へ―

―

主

要
経
済
研
究
所
、
春
季
合
同

経
済
予
測

　

ド
イ
ツ
主
要
経
済
研
究
所（
１
）

は
四
月
二
三
日
、
春
季
合
同
経
済
予

測
を
発
表
し
た
。
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長

率
は
〇
九
年
に
マ
イ
ナ
ス
六
％
、
一

〇
年
に
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
％
、
失
業

者
数
は
〇
九
年
に
四
〇
〇
万
人
、
一

〇
年
末
に
は
五
〇
〇
万
人
近
く
に
達

す
る
と
予
測
。
〇
九
年
の
景
気
後
退

が
第
二
次
大
戦
後
最
悪
の
規
模
と
な

る
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

雇
用
関
連
指
標
、
軒
並
み
悪
化
の

予
測

　

今
回
の
予
測
（
表
１
）
に
よ
れ
ば
、

〇
八
年
に
七
・
八
％
だ
っ
た
年
平
均

の
失
業
率
は
、
八
・
九
％
（
〇
九
年
）、

一
一
・
二
％
（
一
〇
年
）
に
上
昇
し
、

失
業
者
数
は
三
七
一
万
八
〇
〇
〇
人

（
〇
九
年
）、
四
六
八
万
八
〇
〇
〇

人
（
一
〇
年
）
に
増
加
す
る
。
失
業

の
増
加
に
伴
っ
て
、
〇
八
年
時
点
で

は
一
〇
万
二
〇
〇
〇
人
に
過
ぎ
な

か
っ
た
操
業
短
縮
手
当
制
度（
２
）

適
用
労
働
者
数
も
、一
三
〇
万
人（
〇

九
年
）、
九
〇
万
人
（
一
〇
年
）
へ

と
急
増
す
る
見
通
し
だ
。
賃
金
も
、

〇
九
年
に
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
予
測
し

て
い
る
（
名
目
賃
金
上
昇
率―

マ
イ

ナ
ス
二
・
三
％
、
実
質
賃
金
上
昇
率

―

マ
イ
ナ
ス
一
・
五
％
）。

　

ま
た
、
一
連
の
景
気
対
策（
３
）

に
よ
る
財
政
出
動
や
、
失
業
の
拡
大

に
伴
う
雇
用
・
社
会
保
障
関
連
支
出

の
大
幅
増
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

財
政
赤
字
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
〇
九
年

に
三
・
七
％
（
八
九
〇
億
ユ
ー
ロ
）、

一
〇
年
に
五
・
五
％
（
一
三
三
〇
億

ユ
ー
ロ
）
に
膨
れ
上
が
る
と
予
測
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
年
度
の
財
政

赤
字
額
制
限
と
し
て
安
定
成
長
協
定

が
ユ
ー
ロ
加
盟
国
に
課
し
て
い
る
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
三
％
を
上
回
る
規
模
だ
。

Ｄ
Ｇ
Ｂ
、
第
三
次
景
気
対
策
を
要

求
／
政
界
、
経
済
予
測
に
批
判
の

声
も

　

ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）

の
ゾ
ン
マ
ー
議
長
や
次
期
雇
用
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
総
裁
候
補
の
シ
ュ
ヴ
ァ

ン
氏
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
、
こ
う
し
た
経

済
予
測
に
か
な
り
の
懸
念
を
表
明
し
、

第
三
次
景
気
対
策
を
要
求
し
て
い
る
。

だ
が
、
政
界
か
ら
は
今
回
の
悲
観
的

な
経
済
予
測
に
批
判
の
声
も
あ
が
っ

て
い
る
。
グ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
経
済
相

（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）は
、「
現
下
の
状
況
で
人
々

の
不
安
を
助
長
す
る
見
解
を
示
す
の

は
無
責
任
だ
」
と
今
回
の
経
済
予
測

に
反
発
し
た
う
え
で
、
第
三
次
景
気

対
策
の
要
求
を
「
全
く
無
意
味
な
も

の
だ
」
と
し
て
撥
ね
つ
け
、
当
面
二

つ
の
景
気
刺
激
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
対

応
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま

た
、シ
ョ
イ
ブ
レ
内
務
相（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）

は
、「
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
す

る
こ
と
は
な
い
。
政
府
は
経
済
危
機

の
対
応
に
向
け
最
善
を
尽
く
し
て
お

り
、政
情
不
安
に
陥
る
要
因
は
な
い
」

な
ど
と
コ
メ
ン
ト
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
シ
ュ

ト
ル
ッ
ク
連
邦
議
会
議
員
代
表
も
、

「
危
機
の
社
会
へ
の
影
響
を
緩
和
し

よ
う
と
政
府
が
全
力
を
尽
く
し
て
い

る
最
中
に
、
社
会
不
安
を
煽
る
よ
う

な
経
済
予
測
は
避
け
る
べ
き
だ
」
と

の
批
判
を
寄
せ
て
い
る
。

　

他
方
、
政
界
内
で
も
Ｓ
Ｐ
Ｄ
左
派
、

緑
の
党
、
左
派
党
は
Ｄ
Ｇ
Ｂ
に
同
調

し
て
い
る
。
緑
の
党
の
Ｆ
・
ク
ー
ン

氏
は
、「
ゾ
ン
マ
ー
議
長
や
シ
ュ
ヴ
ァ

ン
氏
の
懸
念
も
も
っ
と
も
だ
。
不
平

等
や
格
差
へ
の
国
民
の
不
満
が
高

ま
っ
て
お
り
、
失
業
者
や
低
所
得
者

な
ど
の
社
会
的
弱
者
へ
の
支
援
を
強

化
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
。

ま
た
左
派
党
の
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
氏

は
、「
失
業
者
の
増
加
は
、
極
右
の
温

床
に
な
る
。
状
況
が
さ
ら
に
悪
化
す

れ
ば
、
政
治
的
ゼ
ネ
ス
ト
の
リ
ス
ク

も
考
え
ら
れ
る
」
な
ど
と
警
鐘
を
鳴

ら
し
た
。

連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
、
財

源
確
保
に
向
け
議
論

　

こ
う
し
た
な
か
、
操
短
手
当
受
給

者
や
失
業
者
の
急
増
を
背
景
に
、
連

邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
財
源
問

題
が
浮
上
し
て
い
る
。
一
層
の
景
気

後
退
を
見
込
む
今
回
の
経
済
予
測
を

受
け
、
連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

は
四
月
二
三
日
に
運
営
委
員
会
を
開

き
、
五
月
に
も
新
た
な
試
算
を
行
う

方
向
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

政
府
が
昨
年
一
二
月
に
承
認
し
た

当
初
予
算
案
で
は
、
三
四
七
億
五
〇

〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
収
入
見
込
み
に
対

し
、
四
〇
七
億
ユ
ー
ロ
の
支
出
が
計

上
さ
れ
、
両
者
の
差
額
分
五
九
億
五

〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
の
備
蓄
金
で
補
填
す
る
合
意

だ
っ
た
。
そ
の
後
五
〇
〇
億
ユ
ー
ロ

規
模
の
第
二
次
景
気
対
策
で
、
連
邦

雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
所
掌
分
野
の

大
幅
な
制
度
拡
充
が
図
ら
れ
、
二
月

表 1　主要経済指標・予測（年平均）
（単位：万人、％）

07年 08年 09年(予測) 10年(予測)

実質GDP成長率 2.5 1.3 △6.0 △0.5

輸出 7.5 2.7 △22.6 2.4

輸入 5.0 4.0 △13.3 1.9

名目賃金上昇率※ - 2.3 △2.3 1.1

実質賃金上昇率 - 1.5 △1.5 2.4

失業者数 377.6 326.8 371.8 468.8

失業率 9.0 7.8 8.9 11.2

短縮労働適用者数 6.8 10.2 130.0 90.0

財政収支のGDP比 △0.2 △0.1 △3.7 △5.5

※各一人当たり、名目賃金には税金、社会保険料負担分が含まれる。
資料出所：主要経済研究所
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に
は
特
別
補
正
予
算
が
組
ま
れ
た
。

五
〇
億
ユ
ー
ロ
を
追
加
計
上
し
、
歳

出
見
込
み
額
を
四
五
六
億
ユ
ー
ロ
と

し
た
。

　

補
正
予
算
で
は
、
追
加
計
上
さ
れ

た
五
〇
億
ユ
ー
ロ
の
う
ち
、
一
八
億

ユ
ー
ロ
を
操
短
手
当
（
失
業
給
付
Ⅱ

の
枠
組
み
）、
一
八
億
ユ
ー
ロ
を
失

業
給
付
Ｉ
、
八
億
一
〇
〇
〇
万
ユ
ー

ロ
を
継
続
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
お

よ
び
資
格
取
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
さ
ら

に
二
億
ユ
ー
ロ
を
連
邦
雇
用
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
の
増
員（
二
五
〇
〇
名
）

措
置
に
注
入
し
た
。
だ
が
、
こ
の
試

算
は
〇
九
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
を
マ

イ
ナ
ス
二
・
二
五
％
と
し
て
打
ち
出

し
た
も
の
で
、
今
回
の
経
済
予
測
を

か
な
り
下
回
る
予
測
値
に
基
づ
く
も

の
だ
。
こ
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
〇
九

年
の
不
足
分
は
約
一
〇
九
億
五
〇
〇

〇
ユ
ー
ロ
だ
っ
た
が
、
一
層
の
景
気

悪
化
を
見
込
む
と
、
不
足
分
が
一
五

〇
億
ユ
ー
ロ
か
ら
二
〇
〇
億
ユ
ー
ロ

に
膨
ら
む
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

　

不
足
分
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
資

金
調
達
手
法
が
検
討
材
料
と
し
て
あ

が
っ
て
い
る
。
一
つ
は
融
資
で
、
二

つ
目
は
〇
六
年
に
廃
止
し
た
国
庫
か

ら
の
補
助
金
を
復
活
し
、
国
庫
負
担

と
す
る
手
法
。
三
つ
目
は
、
今
年
か

ら
二
・
八
％
に
引
き
下
げ
た
ば
か
り

の
雇
用
保
険
料
の
引
き
上
げ
だ
。
こ

の
う
ち
雇
用
保
険
料
引
き
上
げ
に
つ

い
て
は
、
シ
ョ
ル
ツ
社
会
労
働
相
が

一
〇
年
ま
で
は
二
・
八
％
で
凍
結
す

る
慎
重
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
秋
に
総
選
挙
を
控
え
、
こ

の
選
択
肢
が
現
実
化
す
る
可
能
性
は

薄
い
と
い
う
。
他
方
、
運
営
委
員
会

の
議
論
に
参
加
し
た
労
組
側
は
、
景

気
対
策
に
よ
る
支
出
増
大
に
つ
い
て

は
国
庫
が
全
額
負
担
す
る
方
向
を
主

張
し
て
い
る
。

〔
注
〕

１
．
ド
イ
ツ
主
要
経
済
研
究
所
と
は
、
ｉ

ｆ
ｏ
経
済
研
究
所
、
ド
イ
ツ
経
済
研
究

所
（
Ｄ
Ｉ
Ｗ
）、
キ
ー
ル
世
界
経
済
研
究

所
（
Ｉ
ｆ
Ｗ
）、
ハ
レ
経
済
研
究
所
（
Ｉ

Ｗ
Ｈ
）、
ラ
イ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
経
済
予
測
研
究
所
（
Ｒ
Ｗ
Ｉ
）
の
五

大
研
究
所
。

２
．
操
業
短
縮
制
度
の
概
要
お
よ
び
活
用

状
況
に
つ
い
て
は
、
本
誌
〇
九
年
五
月

号
（
四
八
〜
四
九
頁
）
で
詳
し
く
報
じ
た
。

３
．
ド
イ
ツ
は
第
一
次
、
第
二
次
景
気
対

策
を
講
じ
て
い
る
。
詳
細
は
、
本
誌
〇

九
年
一
月
号
（
四
八
〜
五
二
頁
）、
〇
九

年
三
月
号
（
四
七
〜
四
八
頁
）
で
詳
し

く
報
じ
た
。

【
参
考
資
料
】

海
外
委
託
調
査
員
月
例
報
告
、Handelsblatt

（
四
月
一
二
日
、
二
一
日
、
二
三
日
、
二

四
日
）、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。

（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス

失
業
保
険
制
度
、
四
月
一
日

か
ら
新
制
度
開
始

政
府
は
二
〇
〇
九
年
三
月
三
〇
日
、

失
業
保
険
給
付
に
関
す
る
二
〇
〇
八

年
一
二
月
二
三
日
付
の
全
国
全
産
業

協
定
を
承
認
、
四
月
一
日
か
ら
新
制

度
を
施
行
し
た
。
同
協
定
は
、
失
業

保
険
制
度
を
運
営
す
る
労
使
が
、
制

度
の
見
直
し
を
求
め
る
政
府
の
要
請

を
受
け
て
交
渉
を
重
ね
た
結
果
、
加

入
期
間
の
緩
和
や
給
付
期
間
の
条
件

の
改
正
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
た
も

の（
１
）。
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス

企
業
運
動
）、
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
（
中
小

企
業
経
営
者
同
盟
）及
び
Ｕ
Ｐ
Ａ（
手

工
業
連
合
）
の
使
用
者
側
三
団
体
は

協
定
に
署
名
し
た
も
の
の
、
労
組
側

は
主
要
五
団
体
の
う
ち
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ

（
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
労
働
同
盟
）

の
み
の
署
名
と
な
っ
た
が
、
政
府
が

ア
レ
テ
（
行
政
命
令
）
で
承
認
し
た

こ
と
に
よ
り
、
同
協
定
は
全
国
一
律

に
強
制
力
を
も
ち
、
全
労
働
者
に
適

用
さ
れ
る
。
主
な
改
正
点
は
以
下
の

通
り
。

▽
給
付
期
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
一

本
化旧

制
度
で
は
、
保
険
加
入
期
間
と

労
働
者
の
年
齢
に
よ
り
、
失
業
保
険

給
付
期
間
を
七
カ
月
、
一
二
カ
月
、

二
三
カ
月
、
三
六
カ
月
の
四
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
加
入
期
間
の
長
い
労
働
者
や
五

〇
歳
以
上
の
高
齢
労
働
者
が
有
利
と

な
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
新
制
度
で

は
、
こ
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
一

本
化
し
、
給
付
日
数
を
原
則
、
加
入

期
間
日
数
と
同
じ
と
す
る
。
た
だ
し
、

五
〇
歳
未
満
は
最
長
二
四
カ
月
、
五

〇
歳
以
上
は
三
六
カ
月
を
限
度
と
す

る
。
な
お
、
給
付
額
に
つ
い
て
は
、

直
前
の
月
収
の
五
七
・
四
％
相
当
額

で
変
更
は
な
い
。

▽
失
業
給
付
を
受
け
る
た
め
の
必

要
最
低
加
入
期
間
の
緩
和

旧
制
度
で
は
、「
離
職
前
二
二
カ
月

間
に
六
カ
月
以
上
の
加
入
期
間
」
が

必
要
で
あ
っ
た
が
、
新
制
度
で
は
、

「
離
職
前
二
八
カ
月
間
に
四
カ
月
以

上
」
を
必
要
最
低
加
入
期
間
と
す
る
。

た
だ
し
、
失
業
保
険
給
付
を
受
け
た

後
に
再
就
職
し
、
一
二
カ
月
以
内
に

再
び
失
業
し
た
場
合
は
、「
六
カ
月
以

上
の
加
入
期
間
」
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
改
正
の
背
景
に
は
、
職
業
経
験

が
少
な
く
有
期
や
派
遣
労
働
な
ど
の

不
安
定
な
労
働
条
件
下
で
働
か
ざ
る

を
得
な
い
若
年
労
働
者
が
、
金
融
危

機
以
降
の
景
気
後
退
の
影
響
を
最
も

強
く
受
け
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ

る
と
さ
れ
る
。

▽
保
険
料
率
を
毎
年
二
回
見
直
す

失
業
保
険
制
度
の
保
険
料
率
を
、

一
月
一
日
と
七
月
一
日
の
二
回
見
直

す
。
具
体
的
に
は
、
改
定
日
直
前
の

四
半
期
に
、
失
業
保
険
制
度
が
五
億

ユ
ー
ロ
以
上
の
黒
字
を
計
上
し
て
い

た
場
合
、
雇
用
主
負
担
分
、
被
用
者

負
担
分
と
も
に
、
保
険
料
率
を
引
き

下
げ
る（
２
）。
失
業
保
険
制
度
の
累

積
赤
字
が
、
保
険
料
収
入
総
額
の
一

カ
月
分
を
下
回
っ
た
場
合
も
、
保
険

料
率
を
引
き
下
げ
る
。
た
だ
し
、
保

険
料
率
の
引
き
下
げ
は
、
年
間
で
雇

用
主
負
担
分
と
被
用
者
負
担
分
を
合

わ
せ
て
、
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
を
上
回

る
こ
と
は
な
い（
３
）。

▽
季
節
失
業
者
の
受
給
申
請
回
数

制
限
を
撤
廃

観
光
産
業
に
お
け
る
季
節
失
業
者

で
も
、
一
定
の
条
件
下
で
、
失
業
保

険
制
度
に
よ
る
失
業
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
旧
制
度
で
は
こ
の

受
給
申
請
を
三
回
ま
で
と
し
て
い
た

が
、
新
制
度
で
は
回
数
制
限
を
撤
廃

す
る
。

失
業
保
険
制
度
を
管
理
・
運
営
す

る
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（
全
国
商
工
業
雇

用
連
合
）に
よ
る
と
、新
制
度
に
よ
っ

て
、
失
業
保
険
の
給
付
を
受
け
る
者

は
約
一
〇
万
人
増
加
す
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｄ

Ｔ
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
〜
三
倍
も
の

失
業
者
が
給
付
を
受
け
ら
れ
る
と
期

待
を
寄
せ
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
、

給
付
を
受
け
ら
れ
る
失
業
者
が
約
七

万
人
増
加
す
る
一
方
で
、
一
六
万
八

〇
〇
〇
人
の
失
業
者
が
受
給
期
間
を

短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
懸
念
を

表
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ

Ｄ
Ｉ
Ｃ
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
八
年
の
一

カ
月
当
り
の
保
険
料
収
入
総
額
は
約

二
五
億
ユ
ー
ロ
、
単
年
度
黒
字
は
お

よ
そ
四
六
億
ユ
ー
ロ
に
及
び
、
累
積

赤
字
も
か
な
り
減
少
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
新
制
度
下
で
は
保
険
料
率
の

引
き
下
げ
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、

労
組
側
か
ら
は
、
最
近
の
労
働
市
場
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の
急
激
な
悪
化
で
、
財
源
へ
の
影
響

が
出
る
こ
と
を
懸
念
す
る
声
も
あ

が
っ
て
い
る
。

〔
注
〕

１
．
フ
ラ
ン
ス
の
失
業
保
険
制
度
と
職
業

訓
練
制
度
は
、
労
使
に
よ
り
運
営
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
関
す
る
改

正
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
五
つ
の
ナ
シ
ョ

ナ
ル
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｇ
Ｔ
、
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
、

Ｃ
Ｇ
Ｔ―

Ｆ
Ｏ
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
、
Ｃ
Ｆ
Ｅ

―

Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
と
三
つ
の
経
営
者
団
体
の

Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
、
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
及
び
Ｕ
Ｐ

Ａ
の
計
八
団
体
が
協
議
す
る
。
そ
の
合

意
を
政
府
が
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

制
度
改
正
は
全
国
的
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

２
．
現
行
の
保
険
料
率
は
総
賃
金
の
六
・

四
％
で
、
雇
用
主
負
担
分
が
四
．
〇
％
、

被
用
者
負
担
分
が
二
・
四
％
（
二
〇
〇

八
年
七
月
一
日
現
在
）。

３
．
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
、
失
業
保
険
の
給

付
と
職
業
紹
介
業
務
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
化
の
た
め
、
二
〇
〇
九
年
一

月
に
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｅ
（
公
共
職
業
安
定
所
）

と
完
全
に
統
合
さ
れ
、
現
在
の
名
称
は

P
ôle em

ploi

（
雇
用
局
）
で
あ
る
。

（
国
際
研
究
部
）

中
国

二
つ
の
失
業
率

金
融
危
機
の
影
響
は
中
国
雇
用
市

場
に
も
及
ん
で
い
る
。
人
的
資
源
・

社
会
保
障
部
が
一
月
に
発
表
し
た
〇

八
年
の
失
業
率
は
四
・
二
％
。
こ
れ

ま
で
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
こ
の
失

業
率
は
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
金
融

危
機
以
降
二
番
目
の
高
い
値
で
、

ピ
ー
ク
の
二
〇
〇
三
年
の
四
・
三
％

を
わ
ず
か
に
下
回
る
水
準
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
都
市
部
の

登
録
失
業
率
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
数
字

に
は
農
村
住
民
及
び
下
崗
（
レ
イ
オ

フ
）
労
働
者
等
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
中
国
社
会
科
学
院
は
現
在

の
失
業
率
は
す
で
に
九
・
四
％
に
達

し
て
い
る
と
い
う
見
方
を
発
表
し
た
。

こ
れ
は
政
府
発
表
の
数
値
の
二
倍
以

上
に
相
当
す
る
。
同
院
人
口
・
労
働

経
済
研
究
所
の
張
副
所
長
が
「
新
規

大
卒
者
の
就
職
が
特
に
深
刻
で
、
〇

九
年
新
規
大
卒
者
六
一
〇
万
人
中
一

五
〇
万
人
の
就
職
が
困
難
に
な
る
と

見
ら
れ
る
、
し
か
し
さ
ら
に
厳
し
い

の
は
農
民
工
問
題
」（
同
誌
四
月
号
）

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
農
民
労
働
者

の
問
題
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
現
在

中
国
の
農
村
部
に
は
ま
だ
一
億
人
を

超
え
る
余
剰
労
働
力
が
あ
る
と
見
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
る
と
失

業
率
は
さ
ら
に
跳
ね
上
が
る
可
能
性

も
あ
る
。

人
的
資
源
・
社
会
保
障
部
の
ス

ポ
ー
ク
ス
マ
ン
尹
氏
は
記
者
会
見
で
、

社
会
科
学
院
の
調
査
結
果
が
妥
当
な

も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
正
面

か
ら
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
た
も
の

の
、「
調
査
失
業
率
と
登
録
失
業
率
は

統
計
方
法
・
指
標
の
定
義
・
統
計
の

範
囲
が
い
ず
れ
も
異
な
り
、
直
接
比

較
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か

し
国
際
的
に
見
て
失
業
率
の
計
算
に

は
厳
格
な
基
準
が
あ
り
、
一
定
規
模

の
サ
ン
プ
ル
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
科
学
的
に
調
査
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
、
政
府
発

表
の
失
業
率
が
全
面
的
な
市
場
の
実

態
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を

暗
に
認
め
た
。
そ
の
上
で
、「
し
か
し

デ
ー
タ
の
み
を
見
る
と
、
社
会
科
学

院
に
よ
り
数
度
行
わ
れ
た
調
査
結
果

は
、
だ
い
た
い
政
府
発
表
の
都
市
部

登
録
失
業
率
を
一
ポ
イ
ン
ト
ほ
ど
上

回
っ
て
い
る
。
二
つ
の
失
業
率
が
反

映
す
る
雇
用
と
失
業
の
変
化
の
傾
向

は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
」
と
述

べ
、
各
失
業
率
が
同
様
の
傾
向
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
強

調
し
た
。

さ
ら
に
同
氏
は
「
中
国
は
労
働
力

資
源
の
状
況
と
失
業
状
況
を
適
時
に
、

真
実
に
基
づ
き
統
計
に
反
映
す
る
た

め
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
七
回
に
わ

た
っ
て
労
働
力
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
経
験
の
積
み
上
げ
が
足
り
な

い
こ
と
か
ら
、
更
な
る
統
計
手
法
の

整
備
、
改
善
が
必
要
」
と
政
府
が
す

で
に
労
働
力
調
査
に
着
手
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
正
確
な
調
査
失
業
率
を

導
入
す
る
意
欲
を
示
し
た
。

国
内
外
の
一
部
研
究
機
関
は
以
前

か
ら
中
国
の
現
行
の
都
市
部
登
録
失

業
率
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
き
た
。

登
録
を
前
提
と
す
る
失
業
指
標
は
雇

用
情
勢
を
正
確
に
反
映
せ
ず
、
マ
ク

ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
的
確
な

デ
ー
タ
が
提
供
さ
れ
な
い
恐
れ
が
あ

る
。
中
国
は
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら

経
済
体
制
改
革
を
開
始
し
、
計
画
経

済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
転
換
を
進
め

て
き
た
。
市
場
経
済
へ
の
転
換
が
は

か
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

「
失
業
人
口
」
が
政
府
の
年
度
統
計

公
報
の
視
野
に
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
失
業
登

録
制
度
は
一
九
八
〇
年
代
に
始
ま
っ

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
農
村
住

民
は
一
貫
し
て
こ
の
統
計
に
は
含
ま

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
農
村
部
労
働
者

の
雇
用
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、

市
場
を
的
確
に
反
映
し
た
デ
ー
タ
の

構
築
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
資
料
出
所
】

海
外
委
託
調
査
員
、sina

新
聞
中
心
（
一

月
二
〇
日
付
）

（
国
際
研
究
部
）

韓
国

双
竜
自
動
車
で
ス
ト

　

経
営
再
建
を
進
め
る
双
竜
自
動
車

の
人
員
削
減
計
画
に
対
し
て
労
働
組

合
が
反
発
、
ス
ト
に
発
展
し
て
い
る
。

　

会
社
側
が
発
表
し
た
人
員
削
減
案

は
、
管
理
職
（
課
長
代
理
〜
部
長
）

を
中
心
に
希
望
退
職
者
を
募
る
と
い

う
も
の
。
希
望
退
職
者
に
は
、
勤
続

期
間
別
に
一
〇
年
未
満
は
五
カ
月
分
、

一
〇
年
以
上
一
五
年
未
満
は
七
カ
月

分
、
一
五
年
以
上
は
九
カ
月
分―

―

の
平
均
賃
金
を
慰
労
金
と
し
て
支
給

す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
早
期
定

年
退
職
を
促
す
た
め
、
来
年
ま
で
に

定
年
退
職
す
る
社
員
に
つ
い
て
は
、

希
望
退
職
時
に
五
カ
月
分
の
平
均
賃

金
を
支
払
う
予
定
だ
。
た
だ
、
会
社

側
が
発
表
し
た
リ
ス
ト
ラ
案
が
全
社

員
の
三
六
％
に
も
及
ぶ
大
規
模
な
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
労
組
は
一
斉
に

反
発
、
組
合
員
八
四
％
の
賛
成
で
ス

ト
を
可
決
し
て
い
た
。

　

ス
ト
は
四
月
二
四
日
、
午
後
一
時

三
〇
分
〜
五
時
三
〇
分
四
時
間
の
時

限
ス
ト
で
実
施
さ
れ
、平
澤
工
場（
京

畿
道
）
お
よ
び
昌
原
工
場
（
慶
尚
南

道
）
の
生
産
ラ
イ
ン
の
稼
働
を
中
断

し
た
。
ま
た
、
平
澤
工
場
に
勤
務
す

る
約
二
〇
〇
〇
人
の
組
合
員
は
、
果

川
（
京
畿
道
）
の
政
府
庁
舎
で
人
員

削
減
反
対
デ
モ
を
行
っ
た
。
労
組
関

係
者
は
「
今
回
の
ス
ト
は
政
府
や
会

社
側
へ
の
警
告
」
と
し
て
お
り
、
人

員
削
減
計
画
が
撤
回
さ
れ
な
け
れ
ば

ス
ト
継
続
の
可
能
性
も
あ
る
構
え
を

見
せ
て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

Ｎ
Ｎ
Ａ
、
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
、
ソ
ウ
ル
新
聞

（
国
際
研
究
部
）


